
【漁業権番号】内共第４６号 

【関係漁業協同組合】庄川漁業協同組合 

変 更 案 現 行 変更理由 
施行予定 

年月日 

第１条 略 

 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組

合に申請してその承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁の場合には口頭

で、その他の場合には遊漁対象水産動植物、漁具、漁法、遊漁区域及

び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出又はオンラインシステム

によりしなければならない。 

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣によ

る遊漁の場合には第１１条に規定する場合を除き、その他の場合には

当該遊漁の承認により当該水産動植物の繁殖保護、組合員若しくは他

の遊漁者（第１項の承認を受けた者をいう。以下同じ。）の行う水産動

植物の採捕に著しい支障があると認められ合 又は第１１条に規定す

る場合を除き、第１項の承認をするものとする。 

４ 遊漁者は、直ちに、第 7 条第１項又は第２項の遊漁料を同条第３項

の方法により組合に納付しなければならない。 

 

（漁具・漁法の制限）  

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣（餌釣、毛針釣、ルアー

釣、友釣り、あゆ毛針釣をいう。）・たも網（たも網の口径は 40cm 以

下）に限るものとする。 

２ 略 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄

に掲げる期間内で行わなければならない。 

 

 

第１条 略 

 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合

に申請してその承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁の場合には口頭で、

その他の場合には遊漁対象水産動植物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁

期間を記載した遊漁承認申請書を提出又はオンラインシステムによりし

なければならない。 

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣による

遊漁の場合には第１１条に規定する場合を除き、その他の場合には当該

遊漁の承認により当該水産動植物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁

者（第１項の承認を受けた者をいう。以下同じ。）の行う水産動植物の採

捕に著しい支障があると認められる場合又は第１１条に規定する場合を

除き、第１項の承認をするものとする。 

４ 遊漁者は、直ちに、第7条第１項たは２ 項の遊漁料を同条第３項の方

法により組合に納付しなければならない。 

 

（漁具・漁法の制限）  

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣（餌釣、毛針釣、ルアー

釣、友釣り、あゆ毛針釣をいう。）、たも網（たも網の口径は 40cm 以下）

に限るものとする。 

２ 略 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に

掲げる期間内で行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

文書を簡略

化 

 

 

文書を簡略

化 

 

 

 

 

条ズレ 

 

 

 

 

たも網を漁

具・漁法に

規定するた

め 

 

 

 

 

 

認可の日か

ら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



魚  種 期  間 

あ ゆ 組合が定めて公示する日から１０月３１日ま

で 

 但し、やな漁については、８月２１日から 

１０月３１日まで 

やまめ、にじます、

いわな、あじめどじ

ょう、かじか、こ

い、ふな、うなぎ、

うぐい 

３月１日から９月９日まで 

 但し、うぐいは４月１日から５月３１日ま

で禁漁 

２ 前項の公表は、この組合の掲示板に掲示してするものとする。 

又は 

２ 前項の公表は、この組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサ

イトにて公表するものとする。 

 

第５条から第６条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第７条 遊漁料の額は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚  種 期  間 

あ ゆ 組合が定めて公示する日から１０月３１日まで 

 但し、やな漁については、８月２１日から 

１０月３１日まで 

やまめ、にじます、

いわな、あじめどじ

ょう、かじか、こ

い、ふな、うなぎ、

うぐい 

３月１日から９月９日まで 

 但し、うぐいは４月１日から５月３１日まで

禁漁 

２ 前項の公表は、この組合の掲示板に掲示してするものとする。 

又は 

２ 前項の公表は、この組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサイ

トにて公表するものとする。 

 

第５条から第６条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第７条 遊漁料の額は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重複内容の

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

魚  種 漁具・

漁法 

遊 漁 料    

現場加算料 

日 釣 年 釣  

あ ゆ 手 釣 ・

竿 釣 ・

たも網 

２，０００

円 

７，０００

円 

１，０００

円 

やまめ 

にじます 

いわな 

あじめどじ

ょう 

かじか 

こ い 

ふ な 

うなぎ 

うぐい 

（以下「雑

魚 」 と い

う。） 

 

 

 

 

手 釣 ・

竿 釣 ・

たも網 

 

 

 

 

１，０００

円 

 

 

 

 

６，０００

円 

 

 

 

 

 

１，０００

円 

 

２、３ 略 

４ 前項に規定する指定遊漁証取扱所は、組合の掲示板に掲示するほ

か、遊漁証取扱所には「遊漁証取扱所」の標札を掲げるものとする。 

 

（遊漁承認証に関する事項） 

第８条 略 

２ 略 

３ 遊漁承認証の交付は、前条第４項に規定する場所、組合が指定する

オンラインシステム又は漁場監視員において行うものとする。 

４ 略 

 

第９条から第１１条 略 

魚  種 漁具・

漁法 

遊 漁 料    

現場加算料 

日 釣 年 釣  

あ ゆ 手 釣 ・

竿 釣 ・

たも網 

２，０００

円 

７，０００

円 

１，０００

円 

やまめ 

にじます 

いわな 

あじめどじ

ょう 

かじか 

こ い 

ふ な 

うなぎ 

うぐい 

（以下「雑

魚 」 と い

う。） 

 

 

 

 

手 釣 ・

竿 釣 ・

たも網 

 

 

 

 

１，０００

円 

 

 

 

 

６，０００

円 

 

 

 

 

 

１，０００

円 

 

２、３ 略 

４ 前項に規定する指定遊漁証取扱所は、組合の掲示板に掲示するほか、

遊漁証取扱所には「遊漁証取扱所」の標札を掲げるものとする。 

 

（遊漁承認証に関する事項） 

第８条 略 

２ 略 

３ 遊漁承認証の交付は、前条第２項に規定する場所、組合が指定するオ

ンラインシステム又は漁場監視員において行うものとする。 

４ 略 

 

第９条から第１１条 略 

 

 

 

たも網を漁

具・漁法に

規定するた

め 

 

 

 

たも網を漁

具・漁法に

規定するた

め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条ズレ 

 

 

 


